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問 １  

 

 

特 例 監 理 技 術 者 制 度 と は 何 か 。  

回 答  

解 説  

発 注 者 か ら 直 接 建 設 工 事 を 請 け 負 っ た 特 定 建 設 業 者

が 、当 該 工 事 を 施 工 す る た め に 締 結 し た 下 請 負 契 約 の 請

負 代 金 の 総 額 が 5 , 0 0 0 万 円 （ 建 築 一 式 工 事 の 場 合 は 、

8 , 0 0 0 万 円 ）以 上 と な る 場 合 は 、監 理 技 術 者 を 配 置 し な

け れ ば な ら な い 。  

ま た 、「 公 共 性 の あ る 施 設 若 し く は 工 作 物 又 は 多 数 の

者 が 利 用 す る 施 設 若 し く は 工 作 物 に 関 す る 重 要 な 建 設

工 事 」で あ る 場 合 に は 、当 該 監 理 技 術 者 は 、工 事 現 場 ご

と に 専 任 の 者 で な け れ ば な ら な い 。  

た だ し 、監 理 技 術 者 が 行 う べ き 職 務 を 補 佐 す る 者（ 監

理 技 術 者 補 佐 ）を 工 事 現 場 に 専 任 で 配 置 す る 場 合 は 、当

該 監 理 技 術 者 は ２ 件 ま で 兼 務 す る こ と が で き る 。  

 

※  監 理 技 術 者 が 行 う べ き 職 務  

 工 事 現 場 に お け る 建 設 工 事 を 適 正 に 実 施 す る た め 、 

当 該 建 設 工 事 の 施 工 計 画 の 作 成 、工 程 管 理 、品 質 管 理  

そ の 他 の 技 術 上 の 管 理 及 び 当 該 建 設 工 事 の 施 工 に 従  

事 す る 者 の 技 術 上 の 指 揮 監 督 の 職 務  

 

参 考  ①  建 設 業 法 第 2 6 条  

②  建 設 業 法 第 2 6 条 の ４  

③  建 設 業 法 施 行 令 第 2 7 条  

④  建 設 業 法 施 行 令 第 2 9 条  

 
【 イ メ ー ジ 図 】  

（ｂ氏） （ｃ氏）
【専任】 【専任】

下請
B社 C社

主任技術者 主任技術者

工事Ⅰ 工事Ⅱ

元請

Ａ社 Ａ社

特例監理技術者（ａ氏）

監理技術者補佐 監理技術者補佐

 



 
 

問 ２  

 

 

特 例 監 理 技 術 者 の 配 置 を 認 め な い 工 事 は 。  

回 答  

解 説  

次 の い ず れ か に 該 当 す る 工 事 に つ い て は 、特 例 監 理 技

術 者 の 配 置 を 認 め な い も の と す る 。  

 

①  共 同 企 業 体 と し て 入 札 に 参 加 又 は 工 事 を 施 工 す る

工 事  

【 理 由 】  

「 薩 摩 川 内 市 建 設 共 同 企 業 体 入 札 参 加 資 格 等 取 扱 要 綱

（ 平 成 1 7 年 7 月 2 6 日 告 示 第 3 7 0 号 ）に 基 づ き 、一 定 の

工 事 金 額 以 上 の 工 事 に つ い て は 特 定 Ｊ Ｖ（ 特 定 建 設 工 事

共 同 企 業 体 ） に よ る 入 札 参 加 を 求 め て い る と こ ろ 。  

工 事 の 規 模 が 大 き く 技 術 的 な 難 易 度 が 高 い こ と か ら 、

特 定 Ｊ Ｖ に よ る 入 札 参 加 を 求 め て い る も の で あ る た め 、

こ の 様 な 工 事 に お い て は 専 任 の 技 術 者 の 配 置 を 求 め 、特

例 監 理 技 術 者 の 配 置 を 認 め な い こ と と す る 。  

 

②  鉄 道 近 接 工 事  

【 理 由 】  

鉄 道 近 接 工 事 で 、（ 一 般 社 団 法 人 ）日 本 鉄 道 施 設 協 会

が 認 定 す る「 工 事 管 理 者 」及 び「 列 車 見 張 員 」を 配 置 す

る 工 事 に つ い て は 、特 殊 性 が 高 い こ と か ら 、専 任 の 技 術

者 の 配 置 を 求 め 、特 例 監 理 技 術 者 の 配 置 を 認 め な い こ と

と す る 。  

 

③  そ の 他 良 好 な 施 工 の 確 保 の 観 点 か ら 、監 理 技 術 者 を

専 任 で 配 置 す る こ と が 望 ま し い と 発 注 者 が 認 め る 工

事  

【 例 】  

人 家 が 近 接 し て い る な ど 、常 に 現 場 管 理 を 必 要 と す る

工 事 な ど  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

問 ３  

 

 

特 例 監 理 技 術 者 制 度 の 適 用 に つ い て 、工 事 の 発 注 者 に

関 す る 要 件 は 。  

 

回 答  

解 説  

市 で の 取 扱 い は 、特 例 監 理 技 術 者 が 兼 務 す る ２ 件 の 工

事 の 双 方 と も 、 本 市 域 内 で の 建 設 工 事 と す る 。  

 

そ の た め 、例 え ば 、市 が 発 注 す る 工 事 で 専 任 の 監 理 技

術 者 を 配 置 し て い た が 、工 事 の 途 中 に 監 理 技 術 者 補 佐 を

配 置 し て 当 該 監 理 技 術 者 が 他 の 工 事 現 場 を 兼 務 す る 場

合 で あ っ て も 、他 の 工 事 の 発 注 者 は 国 又 は 、地 方 公 共 団

体 で な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

問 ４  

 

 

特 例 監 理 技 術 者 が 兼 務 で き る 工 事 の 範 囲 は 。  

 

回 答  

解 説  

市 が 発 注 す る 工 事 に お い て は 、特 例 監 理 技 術 者 が 兼 務

可 能 な ２ 件 の 工 事 は 双 方 と も 市 が 発 注 し た 工 事 で あ る

こ と の ほ か 、 ２ 件 の 工 事 現 場 は 相 互 間 隔 が 概 ね 1 0 k m 以

内 の 範 囲 に 属 す る 工 事 。 （ 概 ね 1 0 k m＝ 直 線 距 離 1 0 k m）  

な お 、上 記 条 件 を 満 た し た 場 合 で あ っ て も 、工 事 内 容 、

工 事 規 模 及 び 施 工 体 制 等 を 考 慮 し 、 主 要 な 会 議 へ の 参

加 、工 事 現 場 の 巡 回 、主 要 な 工 程 の 立 ち 会 い な ど 、元 請

と し て の 職 務 が 適 正 に 遂 行 で き る 範 囲 で な け れ ば な ら

ず （ 令 和 ２ 年 ９ 月 3 0 日 国 不 建 第 1 3 0 号  監 理 技 術 者 制

度 運 用 マ ニ ュ ア ル  三 ⑴ ）、発 注 者 は こ れ に 該 当 す る か

否 か に つ い て 適 切 に 判 断 し な け れ ば な ら な い 。  

 

ま た 、特 例 監 理 技 術 者 は 工 事 現 場 へ の 常 駐 や 専 任 を 求

め ら れ る も の で は な い 。  

し た が っ て 、こ こ で 言 う「 工 事 現 場 の 巡 回 」と は 、現

場 の 施 工 管 理 を 行 う 上 で 必 要 な 巡 回 の こ と を 指 す 。  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

問 ５  

 

 

監 理 技 術 者 補 佐 に な り 得 る 者 は 。  

 

回 答  

解 説  

監 理 技 術 者 補 佐 に な り 得 る 者 は 、「 当 該 建 設 工 事 に 関

し 建 設 業 法 第 15 条 第 ２ 号 イ 、 ロ 又 は ハ に 該 当 す る 者 に

準 ず る 者 と し て 政 令 で 定 め る 者 」 と さ れ て い る 。  

「 政 令 で 定 め る 者 」  

 法 第 ７ 条 第 ２ 号 イ 、 ロ 又 は ハ に 該 当 す る 者 の う ち 、

法 第 2 6 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 技 術 上 の 管 理 及 び 指

導 監 督 で あ っ て 監 理 技 術 者 が そ の 職 務 と し て 行 う べ

き も の に 係 る 基 礎 的 な 知 識 及 び 能 力 を 有 す る と 認 め

ら れ る 者 と し て 、建 設 工 事 の 種 類 に 応 じ 国 土 交 通 大 臣

が 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者  

 

「 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 」  

①  建 設 工 事 の 種 類 に 応 じ た 、要 件 を 満 た し て い る 者

（ 別 表 参 照 ）  

②  建 設 業 法 第 1 5 条 第 ２ 号 イ 、 ロ 又 は ハ に 該 当 す る  

者   

 

※  建 設 業 法 第 ７ 条 第 ２ 号 イ 、 ロ 又 は ハ  

 一 般 建 設 業 者 の 営 業 所 の 専 任 技 術 者 に な り 得 る 者  

ま た 、 主 任 技 術 者 に な り 得 る 者  

 

※  建 設 業 法 第 1 5 条 第 ２ 号 イ 、 ロ 又 は ハ  

 特 定 建 設 業 者 の 営 業 所 の 専 任 技 術 者 に な り 得 る 者  

ま た 、 監 理 技 術 者 に な り 得 る 者  

参 考  ①  建 設 業 法 第 2 6 条 第 ３ 項  

②  建 設 業 法 第 ７ 条 第 ２ 号  

③  建 設 業 法 第 1 5 条 第 ２ 号  

④  建 設 業 法 施 行 令 第 2 8 条  

⑤  令 和 ２ 年 ９ 月 3 0 日 国 土 交 通 省 告 示 第 10 5 7 号  

 

 

 

 



【別表】 

建設工事の種類 要件 

土木一式工事 
一級の第一次検定のうち検定種目を建設機械施工管理又は土

木施工管理とするものに合格していること 
舗装工事 

建築一式工事 

一級の第一次検定のうち検定種目を建築施工管理とするもの

に合格していること 

大工工事 

左官工事 

屋根工事 

タイル・れんが・ブロック工事 

鉄筋工事 

板金工事 

ガラス工事 

防水工事 

内装仕上工事 

熱絶縁工事 

建具工事 

とび・土工・コンクリート工事 
一級の第一次検定のうち検定種目を建設機械施工管理、土木施

工管理又は建築施工管理とするものに合格していること 

石工事 

一級の第一次検定のうち検定種目を土木施工管理又は建築施

工管理とするものに合格していること 

鋼構造物工事 

塗装工事 

解体工事 

電気工事 
一級の第一次検定のうち検定種目を電気工事施工管理とする

ものに合格していること 

管工事 
一級の第一次検定のうち検定種目を管工事施工管理とするも

のに合格していること 

しゅんせつ工事 
一級の第一次検定のうち検定種目を土木施工管理とするもの

に合格していること 
水道施設工事 

電気通信工事 
一級の第一次検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理と

するものに合格していること 

造園工事 
一級の第一次検定のうち検定種目を造園施工管理とするもの

に合格していること 

 



 

 

問

６  

 

 

特 例 監 理 技 術 者 の 兼 務 を 認 め る 工 事 に お け る 、入 札 説 明

書 や 特 記 仕 様 書 へ の 記 載 例 に あ る「 同 一 の 建 設 業 者 と 締 結

す る 契 約 工 期 の 重 複 す る 請 負 契 約 に 係 る 工 事 で あ っ て 、か

つ 、そ れ ぞ れ の 工 事 の 対 象 と な る 工 作 物 等 に 一 体 性 が 認 め

ら れ る も の 」 と は 何 か 。  

 

回

答  

解

説  

以 下 の 資 料 を 参 考 に し て い た だ き た い 。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参

考  

国 土 交 通 省  九 州 地 方 整 備 局 「 よ く わ か る 建 設 業 法 」

（ 2 0 2 5 . 2 版 ）  

 



 

 

問 ７  

 

 

特 例 監 理 技 術 者 や 監 理 技 術 者 補 佐 と 現 場 代 理 人 と の

兼 任 の 可 否 は 。  

 

 

⑴ 監理技術者補佐が、それぞれの工事の現場代理人を兼任しようとする場合 

 

工事Ⅰ 工事Ⅱ

特例監理技術者

監理技術者補佐 ｂ氏 ｃ氏

現場代理人 ｂ氏 ｃ氏

可否

ａ氏

可

根拠  建設工事請負契約書第10条第５項

 
 

 

⑵ 監理技術者補佐が、他方の工事の現場代理人を兼任しようとする場合 

 

工事Ⅰ 工事Ⅱ

特例監理技術者

監理技術者補佐 ｂ氏 ｃ氏

現場代理人 ｂ氏 ｂ氏

可否

ａ氏

不可

 監理技術者補佐（ｂ氏）は専任での配置が必
要であるため

根拠

 



⑶ 特例監理技術者や監理技術者補佐ではない者が工事の現場代理人を兼任しよう 

とする場合 

    

工事Ⅰ 工事Ⅱ

特例監理技術者

監理技術者補佐 ｂ氏 ｃ氏

現場代理人 ｄ 氏 ｄ 氏

可否

ａ氏

不可

根拠

監理技術者を配置する工事においては、当初請
負金額が4,000万円以上となることは明らかであ
るため。
 （「現場代理人の兼任に関する運用の一部見
直し及び試行期間の延伸について」）

 
⑷ 特例監理技術者が、工事の現場代理人を兼任しようとする場合 

 

工事Ⅰ 工事Ⅱ

特例監理技術者

監理技術者補佐 ｂ氏 ｃ氏

現場代理人 ａ氏 ｃ氏

可否

根拠

現場代理人を兼任できるのは、監理技術者、監
理技術者補佐及び主任技術者であり、特例監理
技術者は含まれないため。
（建設工事請負契約書第10条第５項）

ａ氏

不可

 



⑸ 特例監理技術者が、当該制度の適用と関係がない第三の工事の現場代理人と兼任 

しようとする場合 

工事Ⅰ 工事Ⅱ 工事Ⅲ

特例監理技術者 主任技術者

監理技術者補佐 ｂ氏 ｃ氏

現場代理人 ｂ氏 ｃ氏 ａ氏

可否

ａ氏

不可

根拠

建設業法第26条第４項及び建設業法施行令第29条
の規定により、特例監理技術者が兼務可能とされ
ている工事現場の数は２件までとされているた
め。

 
 

 

⑹ 監理技術者補佐が、当該専任で配置される工事の現場代理人に加え、第三の工事 

の現場代理人を兼任しようとする場合 

工事Ⅰ 工事Ⅱ 工事Ⅲ

特例監理技術者 主任技術者

監理技術者補佐 ｂ氏 ｃ氏

現場代理人 ｂ氏 ｃ氏 ｃ氏

可否

ａ氏

根拠
監理技術者補佐（ｃ氏）は、専任での配置が必要
であるため。

不可

 


